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昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
三
日
提
出 

質

問

第

一

九

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

問
題
点
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
係
る
運
用
上
の 

昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
三
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

保 
 

利 
 
 

茂 

殿 

提 

出 

者 
 

古 

川 

雅 

司 

 

一 

 



 

本
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
と
は
「

2 

診
療
放
射
線
技
師
又
は
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
は
、
病
院
又
は

診
療
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り

で
な
い
。
」
「
二 

多
数
の
者
の
健
康
診
断
を
一
時
に
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
立
会
い
の

下
に
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と
き
。
」
な
る
規
定
で
あ
る
。 

右
条
文
中
の
「
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
立
会
い
の
下
に
」
の
運
用
上
の
見
解
に
つ
い
て
実
態
に
合
わ
な
い
現
状
が

あ
り
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
四
日
に
参
議
院
予
算
委
員
会
分
科
会
で
塩
出
啓
典
君
が
、
同
じ
く
同
年
八
月
八

日
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
で
古
川
雅
司
が
政
府
の
見
解
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
、
当
時
厚
生
省
医
務
局

長
で
あ
つ
た
松
尾
正
雄
及
び
滝
沢
正
両
説
明
員
か
ら
「
検
討
す
る
」
旨
の
答
弁
を
得
た
も
の
で
あ
る
。 

 
問
題
点
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
係
る
運
用
上
の 

三 

 



 

 

四 

し
か
る
に
現
在
に
至
る
も
未
だ
に
結
論
を
見
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

従
つ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

レ
ン
ト
ゲ
ン
車
又
は
移
動
レ
ン
ト
ゲ
ン
装
置
の
そ
ば
に
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
立
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
現

実
に
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
本
法
の
右
規
定
に
抵
触
し
な
い
か
ど
う
か
。 

二 

現
実
に
「
立
会
い
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
態
が
継
続
し
て
い
る
が
、
今
日
ま
で
支
障
が
生
じ
あ
る
い
は
そ
の

危
険
は
生
じ
て
い
る
か
。 

三 

本
法
に
い
う
技
師
は
、
本
法
規
定
の
拘
束
と
現
況
と
の
間
で
苦
慮
し
て
い
る
が
、
政
府
は
本
法
を
現
実
に
即

し
た
規
定
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


